
令和７年４月 15 日 

保護者の皆様へ 

豊田市立末野原中学校長 

平井 千夏 

本校の業務改善について（お願い） 

 

日頃より本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、かねてより問題となっている教員の長時間労働について、国も対策に乗り出しており、

県や市の教育委員会でも様々な取組がされています。 

 本校においても教員の在校時間は大変長く、国の定めた勤務時間外の在校時間上限（１か月に

つき 45 時間、1 年間で３６０時間以内） ※『公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その

他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき

措置に関する指針」を大幅に超過しています。 

 教育活動の充実に向けて生徒のために一生懸命に取り組む姿勢は、教育職員たる我々が何より

大切にしているところですが、一方で、より良い教育を持続していくためには教員自身が心身と

もに健康でなければなりません。 

 つきましては、本校では、豊田市教育委員会の取組に加えて、下記のことに取り組んでまいり

ます。何卒ご理解のほどお願いいたします。 

 

記 

１ 学校の取組 

（１） 教職員の勤務について 

・教職員の勤務時間は 1 日あたり休憩を含めて 8 時間３０分と決められています。 

・本校の教職員の勤務は8時 00分から 16時 30分です。極力、時間内での対応となるよう、

ご家庭のご協力をお願いします。 

・一昨年度から行っている全職員対象の学校定時退校日の取組を、今年度も月1回程度実施しま

す。学校定時退校日は職員の勤務時間終了後の電話受信や来校対応はできかねます。必要なこ

とがありましたら前日、あるいは当日の閉校時刻前、翌日以降にお願いします。 

・毎月の学校定時退校日は、事前に「きずなネット」でお知らせします。 

 

（２）電話の受信について 

・電話受信は7時 40分から生徒下校後1時間程度、長期休業中は 8時 30分から 17時までと

しています。時間外は留守番電話メッセージが流れます。 

・欠席等の連絡は、きずなネットでお願いします。ただし、担任等に直接伝えたい内容は遠慮な

くお電話ください。学校からの連絡も、極力時間内になるよう努めますが、場合によっては時

間外となることもあります。ご容赦ください。 

 

（３）休日・祝日・学校閉庁日について 

・教職員の勤務はありませんので、電話対応および来校対応はできません。 

・部活動に関しては、別途、きずなネットや練習計画表等で顧問からお知らせします。欠席や遅

刻の連絡は、きずなネットで確実に行ってください。 

 

２ その他 

・豊田市教育委員会からの通知文（裏面）を合わせてご覧ください。 

・この文書はホームページにも掲載します。 

・この件に関するお問い合わせは教頭（２７－９８００）までお願いします。 



令和７年４月 10 日  
保護者の皆様へ 

豊田市教育委員会  
 

教職員の多忙化解消・業務改善について（お願い） 
 

日頃より、豊田市教育委員会及び学校の教育活動に、御理解と御協力を賜り誠にありが
とうございます。 

さて、教職員の長時間労働につきましては社会問題となっており、国や愛知県でも様々
な検討がなされているところです。豊田市教育委員会でも、近年の教職員の勤務実態を踏
まえ、教職員が心身ともに健康な状態で子どもとともに活動する時間を大切にした教育活
動を展開できることが児童生徒のよりよい成長につながると考え、教職員の多忙化解消・
業務改善を推進しています。 

つきましては、下記の取組について、御理解と御協力をお願い申し上げます。 
 

記 
 
１ 学校に日直等を置かず、対外的な業務を行わない日（以下、学校閉庁日）の設定 

教職員が安心して休暇取得できる体制を整え、8 月後半からの勤務に備え、職員の
健康の保持、増進と心身の休養を図るために、学校閉庁日を設定します。 

また、「県民の日学校ホリデー」を活用して家庭及び地域における体験的な活動に
参加することで、愛知への愛着と県民としての誇りをもつ契機とします。 

（１）期間 
令和７年８月１２日（火）、１３日（水）、１４日（木）、 

   １１月２１日（金）【県民の日学校ホリデー】 
※愛知県教育委員会が設定する夏季休業中の「会議・行事等を行わない期間」に

合わせて設定するため、実施日は年度によって異なります。 
（２）閉庁期間の対応 
  ・学校での電話等の対応は行いません。 

 ・緊急の場合は、豊田市教育委員会学校教育課（℡ ３４－６６６２）までお願いい

たします。（原則、午前 8 時３０分から午後５時１５分まで） 
 
２ 電話の受信を控える時間帯の設定 

   児童生徒の下校後に、集中して授業準備や事務処理を行うために、電話の受信を控
える時間帯を設定します。学校によっては、電話の受信を控える旨の応答メッセージ

が流れる場合があります。 
（１）時間帯 

 
平日：概ね最終下校時刻から１時間後～翌朝７時３０分まで 
休日：終日 

 
（２）その他 

学校の事情により対応時間帯等については異なる場合がありますので、学校からの
通知等で御確認ください。 

 

 ●お問合せ 
豊田市教育委員会学校教育課（℡ ０５６５－３４－６６６２ ） 


